
新 旧 対 照 表 

（注）下線を付した部分が、改正部分である。 
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改  正  後 改  正  前 

（別紙１－１） 

公益通報受付整理票（その１） 

＜外部通報者用＞ 

 

 

受付日時 平成 年 月 日 ： ～ ：  整理番号  

件  名  受付方法 

□面接  □電話 

□投書 

□その他（    ） 

要件チェック欄（○、×で記入） 通 報 者 情 報 

要 
 
 

件 

① 労働者である  

通

報

者 

氏  名  

② 不正の目的でない  住  所  

③ 通報対象事実が生じているこ

と 
 

業務内容 
 

④ 上記③と信ずる相当の理由が

ある 
 電話番号  

⑤ 当庁が処分等の権限を有する  

 

事
業
者
（
勤
務
先
） 

氏名・名称  

留

意

事

項 

① 匿名でない  住所･所在地  

② 別表に掲げる法律である  業  種  

③ 内容が著しく不分明ではない  電話番号  

④ 通報対象事実が生じている  

主 

管 

課 

課 名  

通報の要

件 

□満たすと □満たさないと 

考えられる 

回付日 平成  年  月  日 

回 付 

内 容 

□ 公益通報（通知書送付： 年 月 日） 

□ 情報提供 

事  案  の  概  要 

 

（別紙１－１） 

公益通報受付整理票（その１） 

＜外部通報者用＞ 

 

 

受付日時 平成 年 月 日 ： ～ ：  整理番号  

件  名  受付方法 

□面接  □電話 

□投書 

□その他（    ） 

要件チェック欄（○、×で記入） 通 報 者 情 報 

要 
 
 

件 

① 労働者である  

通

報

者 

氏  名  

② 不正の目的でない  住  所  

③ 通報対象事実が生じているこ

と 
 

業務内容 
 

④ 上記③と信ずる相当の理由が

ある 
 電話番号  

⑤ 当庁が処分等の権限を有する  

 

事
業
者
（
勤
務
先
） 

氏名・名称  

留

意

事

項 

① 匿名でない  住所･所在地  

② 別表に掲げる法律である  業  種  

③ 内容が著しく不分明ではない  電話番号  

④ 通報対象事実が生じている  

主 

管 

課 

課 名  

通報の要

件 

□満たすと □満たさないと 

考えられる 

回付日 平成  年  月  日 

回 付 

内 容 

□ 公益通報（通知書送付： 年 月 日） 

□ 情報提供 

事  案  の  概  要 

 

（別紙） 
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（注）下線を付した部分が、改正部分である。 
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改  正  後 改  正  前 

（別添） 
公益通報受付確認票 

 

 

チェック項目 

１ 当庁の処分権限の有無の確認 

① 通報事実が下記の法律に関係するか。 

□税理士法 

□酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 

□資源の有効な利用の促進に関する法律 

□石油需給適正化法 

□容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 

□中小企業団体の組織に関する法律 

□中小企業等協同組合法  

□食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 

□遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 

□個人情報の保護に関する法律 

□独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 

□犯罪による収益の移転防止に関する法律 

□米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律 

注）各税法違反は公益通報の対象とならない。 

② 税理士（税理士法人も含む）、酒類業者又は下記の関係民間団体による犯罪行

為等であるか。 

□税理士会 

□酒類業組合等（酒造組合、酒販組合及びこれらの連合会・中央会） 

□事業協同組合等（組合員資格に税理士、酒類業者が含まれているものに限る） 

□青色申告会 

□法人会 

□間税会 

□納税貯蓄組合 

□所管特例民法法人（㈶日本税務協会 等） 

□納税協会 

□酒類販売管理研修の実施団体 

□独立行政法人酒類総合研究所 

注）他の行政機関が処分等の権限を有すると判断する場合には、消費者庁HPに設置

されている教示先検索システムを利用し、当該行政機関を教示する。 

（別添） 
公益通報受付確認票 

 

 

チェック項目 

１ 当庁の処分権限の有無の確認 

① 通報事実が下記の法律に関係するか。 

□税理士法 

□酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 

□資源の有効な利用の促進に関する法律 

□石油需給適正化法 

□容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 

□中小企業団体の組織に関する法律 

□中小企業等協同組合法  

□食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 

□遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 

□個人情報の保護に関する法律 

□独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 

□犯罪による収益の移転防止に関する法律 

 

注）各税法違反は公益通報の対象とならない。 

② 税理士（税理士法人も含む）、酒類業者又は下記の関係民間団体による犯罪行

為等であるか。 

□税理士会 

□酒類業組合等（酒造組合、酒販組合及びこれらの連合会・中央会） 

□事業協同組合等（組合員資格に税理士、酒類業者が含まれているものに限る） 

□青色申告会 

□法人会 

□間税会 

□納税貯蓄組合 

□所管特例民法法人（㈶日本税務協会 等） 

□納税協会 

□酒類販売管理研修の実施団体 

□独立行政法人酒類総合研究所 

注）他の行政機関が処分等の権限を有すると判断する場合には、消費者庁HPに設置

されている教示先検索システムを利用し、当該行政機関を教示する。 
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改  正  後 改  正  前 

 

 
 
（別紙１－２） 添付省略 

（別紙２－１） 添付省略 

（別紙２－２） 添付省略 

（別紙３）   添付省略 

 

２ 労働者であることの確認 

上記１の②の事業者の労働者であるか。 

注１）労働者には、正社員のほか派遣労働者、アルバイト、パートタイマー等も含

まれるが、取締役については含まれない。 

注２）勤務先の住所、電話番号、通報者の役職等を聴取するとともに、必要に応じ

て職員証の写し等労働者であることを証明する書類の提示を求める。 

３ 不正の目的でないことの確認 

① 自己又は他人の不当な利益を図る目的でないか。 

② 事業者及び他の従業員等他人に対して財産上の損害や信用の失墜を加える目的

でないか。 

４ 通報内容についての確認 

「いつ、どこで、誰がどのような行為を行ったか」を具体的に聴取する。 

注）通報時において通報事実が発生していない場合でも、聴取した結果、発生する

蓋然性が高いと判断できる通報については、「まさに生じようとしている」と判

定して差し支えない。 

５ 信ずるに足りる相当の理由があるかの確認 

通報対象事実を裏付ける具体的証拠（部内資料等）を有している場合には提出を

求める。 

注）通報内容を聴取する過程で、通報対象事実が生じていることについて、単なる

伝聞等ではなく、相当の根拠を有するかを確認する。 

 

 
 
（別紙１－２） 添付省略 

（別紙２－１） 添付省略 

（別紙２－２） 添付省略 

（別紙３）   添付省略 

 

２ 労働者であることの確認 

上記１の②の事業者の労働者であるか。 

注１）労働者には、正社員のほか派遣労働者、アルバイト、パートタイマー等も含

まれるが、取締役については含まれない。 

注２）勤務先の住所、電話番号、通報者の役職等を聴取するとともに、必要に応じ

て職員証の写し等労働者であることを証明する書類の提示を求める。 

３ 不正の目的でないことの確認 

① 自己又は他人の不当な利益を図る目的でないか。 

② 事業者及び他の従業員等他人に対して財産上の損害や信用の失墜を加える目的

でないか。 

４ 通報内容についての確認 

「いつ、どこで、誰がどのような行為を行ったか」を具体的に聴取する。 

注）通報時において通報事実が発生していない場合でも、聴取した結果、発生する

蓋然性が高いと判断できる通報については、「まさに生じようとしている」と判

定して差し支えない。 

５ 信ずるに足りる相当の理由があるかの確認 

通報対象事実を裏付ける具体的証拠（部内資料等）を有している場合には提出を

求める。 

注）通報内容を聴取する過程で、通報対象事実が生じていることについて、単なる

伝聞等ではなく、相当の根拠を有するかを確認する。 
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（注）下線を付した部分が、改正部分である。 
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改  正  後 改  正  前 

（別表） 

＜国税庁が関係する法律一覧＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

・税理士法（昭和26年法律第237号） 

・酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律（昭和28年法律第７号） 

・資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律第48号） 

・石油需給適正化法（昭和48年法律第122号） 

・容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成７年法律第112号） 

・中小企業団体の組織に関する法律（昭和32年法律第185号） 

・中小企業等協同組合法（昭和24年法律第181号） 

・食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成12年法律第116号） 

・遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（平成15

年法律第97号） 

・個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号） 

・独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第59号） 

・犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成19年法律第22号） 

・米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律（平成21年法律第

26号） 

（別表） 

＜国税庁が関係する法律一覧＞ 

 

 

 
 

・税理士法（昭和26年法律第237号） 

・酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律（昭和28年法律第７号） 

・資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律第48号） 

・石油需給適正化法（昭和48年法律第122号） 

・容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成７年法律第112号） 

・中小企業団体の組織に関する法律（昭和32年法律第185号） 

・中小企業等協同組合法（昭和24年法律第181号） 

・食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成12年法律第116号） 

・遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（平成15

年法律第97号） 

・個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号） 

・独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第59号） 

・犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成19年法律第22号） 

 

 

 

 


